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○

農
林
中
央
金
庫
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
等
に
つ
い
て
の
開
示
事
項
（
平
成
十
九
年
金
融
庁
・
農
林
水
産
省
告
示
第
六
号
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、

改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定

を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え

る
。

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
農
林
中
央
金
庫
が
そ
の
経
営

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
農
林
中
央
金
庫
が
そ
の
経
営

の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
平
成
十
八
年
金
融
庁
・
農
林
水
産
省
告

の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
平
成
十
八
年
金
融
庁
・
農
林
水
産
省
告

示
第
四
号
。
以
下
「
自
己
資
本
比
率
告
示
」
と
い
う
。
）
及
び
農
林
中
央
金
庫

示
第
四
号
。
以
下
「
自
己
資
本
比
率
告
示
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る

が
そ
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
の
補
完
的
指
標
と
し
て
定
め

用
語
の
例
に
よ
る
。

る
レ
バ
レ
ッ
ジ
に
係
る
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
平
成
三
十
一
年
金

融
庁
・
農
林
水
産
省
告
示
第
●
●
●
号
。
以
下
「
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
告
示
」
と

い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
単
体
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
場
合
に
お
け
る
事
業
年
度
の
開
示
事
項
）

（
単
体
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
場
合
に
お
け
る
事
業
年
度
の
開
示
事
項
）

第
二
条

農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二

第
二
条

農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二

条
第
五
号
ニ
に
規
定
す
る
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
に
つ
い
て
農
林
水
産
大
臣

条
第
五
号
ニ
に
規
定
す
る
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
に
つ
い
て
農
林
水
産
大
臣

及
び
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
は
、
自
己
資
本
の
構
成
に
関
す
る
開
示

及
び
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
は
、
自
己
資
本
の
構
成
に
関
す
る
開
示

事
項
、
定
性
的
な
開
示
事
項
、
定
量
的
な
開
示
事
項
及
び
単
体
レ
バ
レ
ッ
ジ
比

事
項
、
定
性
的
な
開
示
事
項
及
び
定
量
的
な
開
示
事
項
と
す
る
。

率
（
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
告
示
第
五
条
に
規
定
す
る
単
体
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
を
い
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う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
開
示
事
項
と
す
る
。

［
２
～
５

略
］

［
２
～
５

同
上
］

６

第
一
項
の
単
体
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
に
関
す
る
開
示
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事

［
項
を
加
え
る
。
］

項
と
す
る
。

一

単
体
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
の
構
成
に
関
す
る
事
項

二

前
事
業
年
度
の
単
体
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
と
の
間
に
著
し
い
差
異
を
生
じ
た

原
因
（
当
該
差
異
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

７

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
別
紙
様
式
第
四
号
（
第
一
面
に
限
る
。
）

［
項
を
加
え
る
。
］

に
よ
り
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

（
連
結
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
場
合
に
お
け
る
連
結
会
計
年
度
の
開
示
事

（
連
結
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
場
合
に
お
け
る
連
結
会
計
年
度
の
開
示
事

項
）

項
）

第
三
条

規
則
第
百
十
三
条
第
三
号
ハ
に
規
定
す
る
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
に

第
三
条

規
則
第
百
十
三
条
第
三
号
ハ
に
規
定
す
る
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
に

つ
い
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
は
、
自
己
資
本

つ
い
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
は
、
自
己
資
本

の
構
成
に
関
す
る
開
示
事
項
、
定
性
的
な
開
示
事
項
、
定
量
的
な
開
示
事
項
及

の
構
成
に
関
す
る
開
示
事
項
、
定
性
的
な
開
示
事
項
、
定
量
的
な
開
示
事
項
及

び
連
結
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
（
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
告
示
第
二
条
に
規
定
す
る
連
結

び
連
結
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
二
条
に
規
定
す
る
連
結
自

レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
開
示
事
項
と
す
る
。

己
資
本
比
率
の
補
完
的
指
標
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
別
に

定
め
る
連
結
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
開
示
事
項

と
す
る
。

［
２
～
５

略
］

［
２
～
５

同
上
］

６

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
別
紙
様
式
第
四
号
（
第
二
面
に
限
る
。
）

６

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
別
紙
様
式
第
四
号
に
よ
り
作
成
す
る
も
の

に
よ
り
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。
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（
単
体
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
場
合
に
お
け
る
半
期
の
開
示
事
項
）

（
単
体
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
場
合
に
お
け
る
半
期
の
開
示
事
項
）

第
四
条

規
則
第
百
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長

第
四
条

規
則
第
百
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長

官
が
別
に
定
め
る
事
項
（
農
林
中
央
金
庫
の
半
期
（
四
月
一
日
か
ら
九
月
三
十

官
が
別
に
定
め
る
事
項
（
農
林
中
央
金
庫
の
半
期
（
四
月
一
日
か
ら
九
月
三
十

日
ま
で
の
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
自
己

日
ま
で
の
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
自
己

資
本
の
構
成
に
関
す
る
開
示
事
項
、
定
性
的
な
開
示
事
項
、
定
量
的
な
開
示
事

資
本
の
構
成
に
関
す
る
開
示
事
項
、
定
性
的
な
開
示
事
項
及
び
定
量
的
な
開
示

項
及
び
単
体
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
に
関
す
る
開
示
事
項
と
す
る
。

事
項
と
す
る
。

［
２
～
４

略]

［
２
～
４

同
上
］

５

第
二
条
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
単
体
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率

［
項
を
加
え
る
。
］

に
関
す
る
開
示
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
六

項
第
二
号
中
「
前
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
前
年
同
期
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

（
四
半
期
の
開
示
事
項
）

（
四
半
期
の
開
示
事
項
）

第
六
条

規
則
第
百
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長

第
六
条

[

同
上]

官
が
別
に
定
め
る
事
項
の
う
ち
、
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
に
関
す
る
事
項
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
～
九

略
］

［
一
～
九

同
上
］

十

単
体
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
の
構
成
に
関
す
る
事
項

［
号
を
加
え
る
。
］

十
一

前
四
半
期
の
単
体
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
と
の
間
に
著
し
い
差
異
を
生
じ
た

［
号
を
加
え
る
。
］

原
因
（
当
該
差
異
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

十
二

単
体
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
に
関
す
る
事
項

［
号
を
加
え
る
。
］

十
三

［
略
］

十

［
同
上
］

十
四

［
略
］

十
一

［
同
上
］
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十
五

［
略
］

十
二

［
同
上
］

２

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
一
号
に
よ
り
、
同
項
第
三
号
に

２

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
一
号
に
よ
り
、
同
項
第
三
号
に

掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
三
号
に
よ
り
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
は
別

掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
三
号
に
よ
り
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
は
別

紙
様
式
第
六
号
に
よ
り
、
同
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
七
号
（

紙
様
式
第
六
号
に
よ
り
、
同
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
七
号
（

連
結
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
自
己
資
本
比
率
告
示
第

連
結
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
自
己
資
本
比
率
告
示
第

十
四
条
各
号
の
算
式
に
お
け
る
分
母
の
額
に
係
る
事
項
は
、
第
一
面
に
限
る
。

十
四
条
各
号
の
算
式
に
お
け
る
分
母
の
額
に
係
る
事
項
は
、
第
一
面
に
限
る
。

）
に
よ
り
、
同
項
第
八
号
及
び
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
八
号

）
に
よ
り
、
同
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
八
号
に
よ
り
、
同
項

に
よ
り
、
同
項
第
九
号
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
九
号
に

第
九
号
及
び
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
九
号
に
よ
り
、
同
項
第

よ
り
、
同
項
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
四
号
（
第
一
面
に
限
る
。

十
号
に
掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
四
号
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
作
成
す
る
も
の

）
に
よ
り
、
同
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
四
号
（
第
二
面
に

と
す
る
。

限
る
。
）
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

３

［
略
］

３

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
は
注
記
で
あ
る
。


